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業務管理体制の意義とは

介護保険法の一部改正により、平成２１年５月から、事業者には
法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務づけされています。
（介護保険法第１１５条の３２）

法令遵守（コンプライアンス）体制を
構築する意義は「社会的信用を得ること」

公金を使った介護保険から収入を得ている介護サービス事業者だか
らこそ、法令遵守体制を構築することが求められています。

業務管理体制構築の意義
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業務管理体制の整備

【業務管理体制の整備に関する事項の届出先】

区 分
（事業所の所在地域）

届 出 先

３以上の地方厚生局の管轄区域に所在 厚生労働大臣

２以上の都道府県に所在、かつ２以下の
地方厚生局の管轄区域に所在

主たる事務所の所在地の都道府県知事

全ての事業所が青森県内に所在

全ての事業所が青森市内に所在
※１

青森市長

地域密着型（介護予防）サービスの
みを行い、青森市内に所在

青森市長

上記以外 青森県知事

※１ 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く
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業務管理体制の整備

法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任

業務が法令に適合することを確保
するための規程の整備

（法令遵守マニュアルの整備）

業務執行の状況の監査

事業所数1〜19
（小規模事業者）

事業所数20〜99
（中規模事業者）

事業所数100〜
大規模事業者

【業務管理体制整備の内容】

※事業所数の考え方については、指定又は許可を受けている事業所
ただし、
・みなし事業所は含まない
・予防と介護両方の指定を受けている場合は２と数える
・総合事業における介護予防・生活支援サービス事業については事業所数に含まない
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業務が法令に適合することを確保
するための規定の整備

（法令遵守マニュアルの整備）



法令遵守責任者については、何らかの資格を求めるものではないですが、少
なくとも介護保険法（以下「法」という。）及び法に基づく命令の内容に精
通した法務担当の責任者を選任することを想定。
法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者の内部の法令遵守を

確保することができる者を選任。
※代表者自身が法令遵守責任者となってもよい。

留意点

法第１１５条の３２第１項の厚生労働省令で定める基準を整備する上での留意点

法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵
守を確保するための内容を盛り込む必要がある。

必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日
常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意
事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即した
ものでも構わない。

法令遵守責任者の選任

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備
（法令遵守マニュアルの整備）
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事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既
に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法及び法に基づく命令の遵守の
状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査を
もって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができる。

留意点

内容の詳細について
平成２１年３月３０日発出
「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」、「介護
サービス事業者に係る業務管理体制の監督について（通知）の別添・参考資料「業
務管理体制（法令等遵守態勢）確認検査実施に当たっての考え方」

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service

業務執行の状況の監査
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〇検査の目的
・指定取消事案などの不正行為の未然防止
・介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図る

〇検査の視点
・事業者の規模等に応じた適切な業務管理体制が整備されているか
・指定事業所の指定取消処分相当事案発覚の場合は組織的関与の有無を検証

※連座制の適用判断（７ページで説明）

①現状を的確に把握
②客観的に問題点を提示
③事業者の理解や認識を確認

確認検査の方法について

【検査の実施に当たっての基本的考え方】

検査の実施に当たっては、事業者の業務管理体制に関して、そのプロセス・
チェックに重点を置いて検証していきます。

①方針の策定
②内部規程・組織体制の整備
③評価・改善活動の一連の過程が適切に行われ、これが有効に機能しているか。
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一般検査
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施
①法令遵守責任者の役割及びその業務内容
②業務が法令に適合することを確認するための規定の内容
③業務執行の状況の監査の実施状況及びその内容
※②、③については、該当する事業者に対し実施

特別検査
指定介護サービス事業所の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施
①業務管理体制の問題点を確認いし、その要因を検証
②指定等取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証
※②については、連座制の適用判断

確認検査の方法について

【検査等の実施手続等】

連座制とは・・・介護報酬の架空請求などの不正を行ったことにより「指定取消
し」となった指定介護サービス事業者について、役員等の組織的な関与があったと
認められた場合に、組織の連座責任として、当該事業者が経営する同一サービス類
型の事業所において、指定取り消し日から５年間は原則的に新規の指定又は更新
を認めないこと。
※役員等には、その名称を問わず法人業務に役員と同等以上に支配を有する者又は
その事業所を管理（管理者）する者も含まれる。
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法令等を遵守するために

（参考）小規模事業者が法令等を遵守するために組織として整備、運用に必
要と考えられる観点とその状況を確認する方法例

（１）経営者（陣）自ら法令等遵守に対する認識を持つ

（例）経営者（陣）が把握すべき法令等の内容や目的を十分に理解しているか、法令
等を重視しているか。

（２）法令等遵守の重要性を全役職員に周知する

（例）経営者（陣）より、法令等を遵守する重要性が例えば朝礼や職員会議、社内研
修会などを通じて伝えられているか。

（例）法令遵守責任者は、事業所の管理者が事業に関する法的知識を蓄積するための
機会を設けているか。

（３）遵守すべき法令等を把握する

（例）法令等の改正や新たに発行された通知の内容を、例えば集団指導などにより把
握しているか。
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法令等を遵守するために

（４）把握した法令等を遵守するための仕組み（体制、方法など）を決める

（例）法令等の改正や新たに発行された通知の内容に沿った体制や方法といった仕
組みを随時見直しているか。

（例）法令等違反の可能性が確認された場合や法令等違反行為があった場合、サー
ビス利用者等から寄せられた相談・苦情の中で法令等違反行為やその疑いに関する
情報があった場合に、その処理の役割分担や手順等が定められているか。

（例）運営に重大な影響を与える、又は介護サービス利用者の意思及び尊厳が脅か
される事案が発生した場合に経営者（陣）に報告すべき事項が明確になっているか、
経営者（陣）や法令遵守責任者への報告の流れやタイミングが定められているか。

（例）事業所が複数ある場合、経営者（陣）や法令遵守責任者と各事業所管理者が
連携する仕組み（定期的な会議、情報交換等）があるか。

（例）法令等の遵守状況や法令等違反行為があった場合の随時または定期的に経営
者（陣）や法令遵守責任者に報告する手順等があるか。

（例）介護サービス運営上作成が必要なマニュアルを作成しているか。

（例）法令等の改正があった場合に見直しや修正を行っているか。
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法令等を遵守するために

（５）決めた仕組みを該当する役職員に周知する

（例）法令遵守責任者は、法令等の改正や新たに発行された通知に基づき、変更さ
れた仕組みについて、事業所管理者をはじめとする全役職員に対して周知している
か。

（６）決めた仕組み通りに実施する

（例）法令等違反の可能性が確認された場合や法令等違反行為があった場合やサー
ビス利用者等から寄せられた相談・苦情の中で法令等違反行為やその疑いに関する
情報があった場合の処理について、事業所の対応マニュアル等のとおりに、相談・
苦情が適切に処理されているか。

（７）決めた仕組みにより法令遵守されているかチェックする

（例）各事業所で行われるサービス業務について、法令等の遵守状況をチェックし
ているか。
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法令等を遵守するために

（８）決めた仕組み通り実施されるよう是正する

（例）決めた仕組み通り実施されていなかったり、法令等に反する行為があった際
に、どのように対応することになっているか。

（例）再発防止策をどのような手順で検討することになっているか。

平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の在り方及び監督者による確認検査項目に関
する調査研究事業報告書」より
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届出について

（1）新規指定の場合
介護保険法第115条の32第2項（整備）又は第4項（区分の変更）に基づく業務管理体
制に係る届出書（第1号様式）

（2）届出事項の変更の場合（住所、電話番号、法令遵守責任者が変わる場合等）
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書（届出事項の変
更）（第2号様式）

事業所が追加・廃止になった際も届出が必要です！！

（3）事業所が追加または廃止になった場合
介護保険法第115条の32第2項（整備）又は第4項（区分の変更）に基づく業務管理体
制に係る届出書（第1号様式）

提出先：介護保険課 事業者チーム
様式：青森市ホームページ（http://www.city.aomori.aomori.jp）
ホーム＞福祉・健康＞事業者の方へ＞福祉・介護事業者＞高齢福祉・介護サービス事業
＞申請・届出＞業務管理体制の整備に関する届出
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